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(57)【要約】
　本発明は、甘味組成物における甘味ステビオール配糖
体化合物、特にレバウディオサイドＢの使用に関する。
選択量のレバウディオサイドＢを含む甘味組成物は、他
の高甘味度甘味料化合物と比較して風味プロファイルが
良好であることが示され、消耗品の調製において有用で
ある。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ステビア抽出物であって、該ステビア抽出物の１０重量％～約９０重量％の範囲の濃度
でレバウディオサイドＢを含む、ステビア抽出物。
【請求項２】
　レバウディオサイドＢの濃度が、前記ステビア抽出物の約１５重量％～約５０重量％の
範囲である、請求項１に記載のステビア抽出物。
【請求項３】
　レバウディオサイドＢの濃度が、前記ステビア抽出物の約１５重量％～約３０重量％の
範囲である、請求項１に記載のステビア抽出物。
【請求項４】
　レバウディオサイドＢの濃度が、前記ステビア抽出物の約２０重量％～約２５重量％の
範囲である、請求項１に記載のステビア抽出物。
【請求項５】
　甘味ステビオール配糖体化合物を含む甘味組成物であって、該甘味ステビオール配糖体
化合物が、該甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の１０重量％～約９０
重量％の範囲の濃度でレバウディオサイドＢを含む、甘味組成物。
【請求項６】
　前記レバウディオサイドＢの濃度が、前記甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合
物の総量の約１５重量％～約５０重量％の範囲である、請求項５に記載の甘味組成物。
【請求項７】
　前記レバウディオサイドＢの濃度が、前記甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合
物の総量の少なくとも約１５重量％かつ約３０重量％以下である、請求項５に記載の甘味
組成物。
【請求項８】
　前記レバウディオサイドＢの濃度が、前記甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合
物の総量の少なくとも約２０重量％かつ約２５重量％以下である、請求項５に記載の甘味
組成物。
【請求項９】
　甘味ステビオール配糖体化合物を含む甘味組成物を含む消耗品であって、該甘味ステビ
オール配糖体化合物が、該甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の１０重
量％～約９０重量％の範囲の濃度でレバウディオサイドＢを含む、消耗品。
【請求項１０】
　前記甘味ステビオール配糖体の総濃度がその甘味閾値未満である、請求項９に記載の消
耗品。
【請求項１１】
　前記甘味ステビオール配糖体の総濃度が約５０ｐｐｍ～約２０００ｐｐｍの範囲であり
、前記レバウディオサイドＢの総濃度が少なくとも約２０ｐｐｍである、請求項９に記載
の消耗品。
【請求項１２】
　前記レバウディオサイドＢの総濃度が少なくとも約５０ｐｐｍかつ約５００ｐｐｍ以下
である、請求項１１に記載の消耗品。
【請求項１３】
　前記レバウディオサイドＢの総濃度が少なくとも約１００ｐｐｍかつ約４００ｐｐｍ以
下である、請求項１１に記載の消耗品。
【請求項１４】
　前記レバウディオサイドＢの総濃度が少なくとも約２００ｐｐｍかつ約３００ｐｐｍ以
下である、請求項１１に記載の消耗品。
【請求項１５】
　前記消耗品が、炭酸清涼飲料、粉末清涼飲料、缶やペットボトルの茶飲料、スポーツド
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リンク、乳飲料、ヨーグルト含有飲料、アルコール飲料、栄養飲料、フレーバーウォータ
ー、ビタミン飲料、果実飲料及び果汁飲料からなる群から選択される飲料と、焼き菓子、
スープ、ソース、加工食肉、果実の缶詰、野菜の缶詰、乳製品、冷凍菓子、砂糖菓子、チ
ューインガム、ケーキ、クッキー、バー及び他の菓子パン類、シリアル、シリアルバー、
ヨーグルト、エナジーバー、グラノーラバー、ハードキャンディ、ゼリーキャンディ、チ
ョコレートキャンディ及び他の糖菓類からなる群から選択される食料品と、歯磨き粉、洗
口液及びオーラルリンスからなる群から選択されるオーラルケア用品と、嗅ぎタバコ及び
噛みタバコからなる群から選択されるタバコ製品と、錠剤、舐剤及び懸濁剤からなる群か
ら選択される医薬品と、サプリメント及びビタミンからなる群から選択される栄養補助食
品と、からなる群から選択される、請求項９に記載の消耗品。
【請求項１６】
　消耗品を甘くする方法であって、有効量の甘味組成物を該消耗品に加えることを含み、
該甘味組成物が甘味ステビオール配糖体化合物を含み、該甘味ステビオール配糖体化合物
が、該甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の１０重量％～約９０重量％
の範囲の濃度でレバウディオサイドＢを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　［関連出願の相互参照］
　本願は、２０１１年１月２８日付で出願された米国仮特許出願第６１／４３７，３９０
号（その全体が引用することにより本明細書の一部分をなすものとする）の利益を主張す
る非仮出願である。
【０００２】
　　［連邦政府による資金提供を受けた研究開発の記載］
　該当なし。
【背景技術】
【０００３】
　天然のカロリー甘味料（caloric sweeteners）、例えばスクロース、グルコース及びフ
ルクトースは、望ましい味覚特性を有するが、製品のカロリー量を増大させる。したがっ
て、より健康的な代替品と考えられる低カロリー又はノンカロリーの甘味料に対する消費
者の関心は高い。天然及び合成のノンカロリーの強力甘味料が既知であるが、殆どの場合
、その風味プロファイルは消費者にとって砂糖ほど望ましいものではない。そのため、砂
糖の代用とすることができ、味覚プロファイルがより望ましいノンカロリー甘味料を開発
することが望まれる。
【０００４】
　ステビア・レバウディアナ（Stevia rebaudiana）種（「ステビア」）は、或る特定の
自然発生的な甘味ステビオール配糖体の供給源である。ノンカロリー甘味料としてのステ
ビアの甘味ステビオール配糖体の使用を評価するために多数の研究開発が行われている。
ステビアから抽出することができる甘味ステビオール配糖体としては、６つのレバウディ
オサイド（すなわち、レバウディオサイドＡ～レバウディオサイドＦ）、ステビオシド（
野生型ステビアからの抽出物における主要な配糖体）及びズルコシドが挙げられる。
【０００５】
　レバウディオサイドＡ及び他のステビオール配糖体をベースとする市販の低カロリー又
はノンカロリーの甘味料は、苦い甘草様の後味を有する傾向がある。これらの特性は、約
３００ｐｐｍを超える濃度でとりわけ顕著である。食品用途では、好ましい使用レベル（
８％～１０％の砂糖相当値）は、通常約５００ｐｐｍ～約１０００ｐｐｍであり、この範
囲を超えると異味が見られ始める。そのため、苦味、望ましくない（例えば甘草様の）風
味が減少した若しくはそれを有しない味覚プロファイル、若しくは天然のカロリー甘味料
により近い甘味プロファイル、又はかかる性質の組合せを有する甘味ステビオール配糖体
を含むカロリーを抑えた、低カロリーの及び／又はノンカロリーの甘味料が依然として必
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要とされている。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、ステビア抽出物であって、該ステビア抽出物の１０重量％～約９０重量％の
範囲の濃度でレバウディオサイドＢを含むステビア抽出物に関する。
【０００７】
　本発明は、甘味ステビオール配糖体化合物を含む甘味組成物であって、該甘味ステビオ
ール配糖体化合物が、該甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の１０％重
量％～約９０重量％の範囲の濃度でレバウディオサイドＢを含む、甘味組成物にも関する
。
【０００８】
　本発明は、上記の甘味組成物を含む飲料、食料品、オーラルケア用品、タバコ製品、医
薬品及び栄養補助食品等の消耗品、並びに上記の甘味組成物を用いてそれを甘くする方法
にも関する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】レバウディオサイドＡ及びステビオシドの濃度に応じた、ｐＨ３のクエン酸緩衝
液中でのレバウディオサイドＢの溶解度を示すグラフである。
【図２】ステビオール配糖体の構造を示す図である。
【図３】味パネリストによってスコアリングされる様々な風味属性に対する、レバウディ
オサイドＢ含量（水中での総濃度９００ｐｐｍについてのレバウディオサイドＡを含有し
、レバウディオサイドＢを添加した溶液における）の影響を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
Ｉ．定義
　本明細書中で使用される場合、「甘味ステビオール配糖体化合物」という表現は、１つ
又は複数の糖残基が環に化学的に結合した、ステビオールのジテルペン環系の一般構造を
有する多数の自然発生的な化合物のいずれかを意味する。
【００１１】
ＩＩ．概要
　甘味ステビオール配糖体を含むステビア抽出物及び甘味組成物にレバウディオサイドＢ
を加え、及び／又はその濃度を制御することが、一般に否定的に考えられる苦味、甘草様
の後味等の味覚特性を低減若しくは排除するか、若しくは天然のカロリー甘味料により近
い甘味プロファイルをもたらすか、又はかかる性質の組合せをもたらす傾向があることが
予期せず発見された。具体的には、上記の利益が、ステビア抽出物及び甘味組成物中の甘
味ステビオール配糖体の総濃度に対して比較的高濃度のレバウディオサイドＢを選択する
（例えば、甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なくとも１０重量％をレバウディオ
サイドＢとする）ことによって達成され得ることが発見された。
【００１２】
　上述の本発明のステビア抽出物及び甘味組成物は、食料品、すなわち食用又は咀嚼用の
組成物、例えば食品、飲料、薬、キャンディー、チューインガム等におけるカロリーを抑
えた、低カロリーの又はノンカロリーの甘味料として有用である。本発明のステビア抽出
物及び甘味組成物が、他の甘味ステビオール配糖体の混合物、例えば市販のステビオール
配糖体のブレンド及び混合物と比べて、より砂糖に似ており、苦い後味が減少し、（例え
ば甘草様の）異風味が減少した甘味プロファイルを有し得ることが発見された。試験によ
って、殆どの場合で本発明の甘味組成物が、同じ濃度で試験した場合に、９７％レバウデ
ィオサイドＡを含む組成物よりも被験体に好まれることが示された。本発明のステビア抽
出物及び甘味組成物を食品及び飲料に添加することで、甘味ステビオール配糖体を含有す
る既知のステビア抽出物及び甘味組成物、例えば９７％レバウディオサイドＡを含む組成
物を用いて調製したものと比較して、より味の良い食品及び飲料が得られることが期待さ
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れる。
【００１３】
　レバウディオサイドＢを他の高甘味度甘味料に添加することも企図される。本発明の実
施形態に好適な高甘味度甘味料の代表例としては、
ズルコシドＡ、ズルコシドＢ（レバウディオサイドＣとしても知られる）、ルブソシド、
シアメノシド、モナチン及びその塩（モナチンＳＳ、モナチンＲＲ、モナチンＲＳ、モナ
チンＳＲ）、クルクリン、グリチルリチン酸及びその塩、タウマチン、モネリン、マビン
リン、ブラゼイン、ヘルナンズルシン、フィロズルシン、グリシフィリン、フロリジン、
ステビオシド、レバウディオサイドＡ、レバウディオサイドＤ、レバウディオサイドＥ、
レバウディオサイドＦ、ステビア、ステビオールモノシド及びステビオールビオシド等の
天然高甘味度甘味料、並びに、
サッカリン、アスパルテーム、スクラロース、ネオテーム、アセスルファムカリウム等の
人工高甘味度甘味料、
が挙げられる。
【００１４】
　さらに、レバウディオサイドＢをカロリー甘味料、例えば砂糖（例えば異性化糖、スク
ロース、フルクトース等）及びポリオール（例えばソルビトール、キシリトール、ラクチ
トール等）又は他の低カロリー甘味料に添加して、カロリー値の減少した甘味組成物を製
造することができることが当業者には認識される。
【００１５】
　植物からのステビオール配糖体の単純抽出は一般に、レバウディオサイドＡがより多い
精製抽出物よりも味の点であまり好ましくない抽出物をもたらす。しかしながら、単純抽
出物は高純度レバウディオサイドＡよりも製造が容易であり、一般に製造にかかる費用が
少ない。したがって、本発明の更なる利点は、精製レバウディオサイドＡよりも製造にか
かる費用が少ないが、同等の又はより優れた風味特性を有する配糖体混合物を得るための
、単純抽出物又は部分精製生成物とレバウディオサイドＢとの組合せであり得る。レバウ
ディオサイドＡの精製において味の良い配糖体が枯渇したステビオール配糖体プロセス流
を、レバウディオサイドＢ含量を増大させることによって味を良くすることも企図される
。
【００１６】
　レバウディオサイドＢを含有する組成物を、凝集、噴霧乾燥、ドラム乾燥等の粒径を変
更する既知の技術、及び粒径を調整するために一般に適用される他の形態の物理的処理を
用いて更に変更し、より良好な流動性、水和性又は溶解性をもたらすことができる。
【００１７】
　レバウディオサイドＢを含有する組成物を、既知の技術を用いて更に変更し、特定の用
途における使用性を保った液体形態を提供することができる。
【００１８】
　レバウディオサイドＢを含有する組成物を、マルトデキストリン等の充填剤及び類似の
化合物と同時処理する既知の技法を用いて更に変更し、甘味、用量、効力及び取扱性を制
御した生成物をもたらすことができる。さらに、レバウディオサイドＢ及び／又はレバウ
ディオサイドＢと他のステビオール配糖体との組合せを、甘味組成物に加えることが望ま
れ得る他の成分と組み合わせることができることに留意すべきである。例えば、レバウデ
ィオサイドＢを、レバウディオサイドＡ又は他のステビオール配糖体上に、及び／又はマ
ルトデキストリン、スクロース等の他の材料、若しくは任意の他の所望の機能的担体とと
もにスプレーコーティング又はスプレー凝集することができる。
【００１９】
ＩＩＩ．レバウディオサイドＢを含むステビア抽出物及び甘味組成物
　甘味ステビオール配糖体の混合物及びブレンド（例えば、ステビオール配糖体の混合物
及びブレンド）の味を、本発明に従ってステビオール配糖体組成物中のレバウディオサイ
ドＢの濃度を制御し及び／又は増大させることによって改善することができることが発見
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された。味の改善は約ｐＨ２～約ｐＨ８のｐＨ値で明らかであると考えられる。
【００２０】
　レバウディオサイドＢの溶解限度を決定した（実施例５を参照されたい）。例えば、こ
れまでの実験結果は、（ｉ）レバウディオサイドＢが中性ｐＨ溶液中で比較的高い溶解度
を有すること、及び（ｉｉ）レバウディオサイドＢの溶解度がｐＨ３のクエン酸緩衝液中
で制限されることを示している。さらに、これまでの実験結果は、溶液中のレバウディオ
サイドＡの存在がレバウディオサイドＢの溶解度を増大させることを示している。一方で
、これまでの実験結果は、ステビオシドの存在がレバウディオサイドＢの溶解度を僅かに
低下させることを示している。この溶解度の情報は、レバウディオサイドＢの溶液及びレ
バウディオサイドの混合物を配合する場合に考慮され得る。
【００２１】
　他の甘味料と混合するためのレバウディオサイドＢは、様々な方法で得ることができる
。例えば、レバウディオサイドＢをクロマトグラフィー、沈殿又は結晶化によって植物抽
出物から単離することができる。代替的には、レバウディオサイドＢは、適当な温度及び
ｐＨ条件下でレバウディオサイドＡを一価カチオン、二価カチオン及び三価カチオンの様
々な水酸化物で処理することによって得ることができる。残存レバウディオサイドＡとの
レバウディオサイドＢの混合物は、別の混合物中のレバウディオサイドＢの量を増大させ
るために使用することができ、又はレバウディオサイドＢをレバウディオサイドＡ／レバ
ウディオサイドＢ混合物からクロマトグラフィー、沈殿又は選択的結晶化によって単離す
ることができる。レバウディオサイドＢは、レバウディオサイドＤをレバウディオサイド
Ａについて上記で言及したものと同じ水酸化化合物で処理することによっても類似の方法
で得ることができる。生成物混合物又は単離レバウディオサイドＢを使用して、上記の味
が改善したステビオール配糖体混合物を調製することができる。別の代替方法としては、
レバウディオサイドＢをレバウディオサイドＡ又はレバウディオサイドＤから酵素的に製
造することができる。
【００２２】
　或る特定の実施形態では、ステビア抽出物又は甘味組成物は、レバウディオサイドＢと
１つ又は複数の付加的な甘味配糖体化合物とを含む。甘味配糖体化合物の代表例としては
、レバウディオサイドＡ、レバウディオサイドＢ、レバウディオサイドＣ（ズルコシドＢ
）、レバウディオサイドＤ、レバウディオサイドＥ、レバウディオサイドＦ、ステビア、
ステビオシド、ズルコシドＡ及びルブソシドが挙げられる。或る特定の実施形態では、１
つ又は複数の甘味配糖体は、ステビオールビオシド及びステビオールモノシドを含む甘味
ステビオール配糖体であり得る。より具体的には、甘味ステビオール配糖体の代表例とし
ては、レバウディオサイドＡ、レバウディオサイドＢ、レバウディオサイドＣ、レバウデ
ィオサイドＤ、レバウディオサイドＥ、レバウディオサイドＦ及びステビオシドが挙げら
れる。例えば、植物に由来するステビオール配糖体の部分精製抽出物は、レバウディオサ
イドＢと付加的なステビオール配糖体との混合物を含むことが多い。
【００２３】
　ステビア抽出物又は甘味組成物がレバウディオサイドＢと１つ又は複数の付加的な甘味
ステビオール配糖体化合物とを含む、或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＢの
量は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なく
とも約１０重量％という濃度である。或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＢの
濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少な
くとも約１５重量％である。或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＢの濃度は、
ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約
２０重量％である。或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＢの濃度は、ステビア
抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約２５重量
％である。或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＢの濃度は、ステビア抽出物又
は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約３０重量％である
。或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＢの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組
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成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約３５重量％である。或る特
定の実施形態では、レバウディオサイドＢの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の
甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約４０重量％である。或る特定の実施
形態では、レバウディオサイドＢの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステ
ビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約４５重量％である。或る特定の実施形態では
、レバウディオサイドＢの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール
配糖体化合物の総量の少なくとも約５０重量％である。
【００２４】
　ステビア抽出物又は甘味組成物がレバウディオサイドＢと１つ又は複数の付加的な甘味
ステビオール配糖体化合物とを含み、レバウディオサイドＢの濃度が上記の実施形態のい
ずれかと一致する濃度である（「一致する」という用語は、下方の範囲の上限よりも大き
い上方の範囲の下限が選択される可能性のある組合せを除外するものである）、或る特定
の実施形態では、レバウディオサイドＢの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘
味ステビオール配糖体化合物の総量の約９０重量％以下の濃度でもあり得る。レバウディ
オサイドＢの濃度が上記の実施形態のいずれかと一致する濃度である、或る特定の実施形
態では、レバウディオサイドＢの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビ
オール配糖体化合物の総量の約８０重量％以下である。レバウディオサイドＢの濃度が上
記の実施形態のいずれかと一致する濃度である、或る特定の実施形態では、レバウディオ
サイドＢの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の
総量の約７０重量％以下である。レバウディオサイドＢの濃度が上記の実施形態のいずれ
かと一致する濃度である、或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＢの濃度は、ス
テビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の約６０重量％以
下である。レバウディオサイドＢの濃度が上記の実施形態のいずれかと一致する濃度であ
る、或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＢの濃度は、ステビア抽出物又は甘味
組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の約５０重量％以下である。レバウディ
オサイドＢの濃度が上記の実施形態のいずれかと一致する濃度である、或る特定の実施形
態では、レバウディオサイドＢの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビ
オール配糖体化合物の総量の約４０重量％以下である。レバウディオサイドＢの濃度が上
記の実施形態のいずれかと一致する濃度である、或る特定の実施形態では、レバウディオ
サイドＢの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の
総量の約３５重量％以下である。レバウディオサイドＢの濃度が上記の実施形態のいずれ
かと一致する濃度である、或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＢの濃度は、ス
テビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の約３０重量％以
下である。レバウディオサイドＢの濃度が上記の実施形態のいずれかと一致する濃度であ
る、或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＢの濃度は、ステビア抽出物又は甘味
組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の約２５重量％以下である。
【００２５】
　或る特定の実施形態では、１つ又は複数の付加的な甘味ステビオール配糖体化合物は、
レバウディオサイドＡを含む。例えば、ステビオール配糖体の部分精製抽出物がレバウデ
ィオサイドＢとレバウディオサイドＡとの混合物を含み得るか、又はレバウディオサイド
ＢがレバウディオサイドＡの精製調製物に組み込まれ得る。レバウディオサイドＡを含む
或る特定の実施形態では、ステビア抽出物又は甘味組成物中のレバウディオサイドＡの量
は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なくと
も約１重量％という濃度である。或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＡの量は
、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なくとも
約５重量％である。或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＡの量は、ステビア抽
出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約１０重量％
である。或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＡの量は、ステビア抽出物又は甘
味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約２０重量％である。或
る特定の実施形態では、レバウディオサイドＡの量は、ステビア抽出物又は甘味組成物中
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の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約３０重量％である。或る特定の実
施形態では、レバウディオサイドＡの量は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステ
ビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約４０重量％である。或る特定の実施形態では
、レバウディオサイドＡの量は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配
糖体化合物の総量の少なくとも約５０重量％である。或る特定の実施形態では、レバウデ
ィオサイドＡの量は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物
の総量の少なくとも約６０重量％である。或る特定の実施形態では、レバウディオサイド
Ａの量は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少
なくとも約７０重量％である。
【００２６】
　レバウディオサイドＡの濃度が上記の実施形態のいずれかと一致する濃度である、レバ
ウディオサイドＡを含む或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＡの濃度は、ステ
ビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の約９５重量％以下
である。レバウディオサイドＡの濃度が上記の実施形態のいずれかと一致する濃度である
、レバウディオサイドＡを含む或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＡの濃度は
、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の約９０重量
％以下である。レバウディオサイドＡの濃度が上記の実施形態のいずれかと一致する濃度
である、レバウディオサイドＡを含む或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＡの
濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の約８
５重量％以下である。レバウディオサイドＡの濃度が上記の実施形態のいずれかと一致す
る濃度である、レバウディオサイドＡを含む或る特定の実施形態では、レバウディオサイ
ドＡの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量
の約８０重量％以下である。レバウディオサイドＡの濃度が上記の実施形態のいずれかと
一致する濃度である、レバウディオサイドＡを含む或る特定の実施形態では、レバウディ
オサイドＡの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物
の総量の約７５重量％以下である。レバウディオサイドＡの濃度が上記の実施形態のいず
れかと一致する濃度である、レバウディオサイドＡを含む或る特定の実施形態では、レバ
ウディオサイドＡの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体
化合物の総量の約７０重量％以下である。レバウディオサイドＡの濃度が上記の実施形態
のいずれかと一致する濃度である、レバウディオサイドＡを含む或る特定の実施形態では
、レバウディオサイドＡの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール
配糖体化合物の総量の約６５重量％以下である。レバウディオサイドＡの濃度が上記の実
施形態のいずれかと一致する濃度である、レバウディオサイドＡを含む或る特定の実施形
態では、レバウディオサイドＡの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビ
オール配糖体化合物の総量の約６０重量％以下である。レバウディオサイドＡの濃度が上
記の実施形態のいずれかと一致する濃度である、レバウディオサイドＡを含む或る特定の
実施形態では、レバウディオサイドＡの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味
ステビオール配糖体化合物の総量の約５５重量％以下である。レバウディオサイドＡの濃
度が上記の実施形態のいずれかと一致する濃度である、レバウディオサイドＡを含む或る
特定の実施形態では、レバウディオサイドＡの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中
の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の約５０重量％以下である。
【００２７】
　本発明の甘味組成物は、様々な量の様々なタイプの甘味料の混合物を含み得るが、或る
特定の実施形態では、レバウディオサイドＢと１つ又は複数の付加的な甘味ステビオール
配糖体化合物とを含む甘味組成物は、甘味ステビオール配糖体化合物から本質的になる。
例えば、かかる実施形態では、レバウディオサイドＢ及び組成物中に存在する他の全ての
甘味ステビオール配糖体化合物の総濃度が、甘味組成物の本質的に全ての甘味官能性（fu
nctionality）をもたらす。レバウディオサイド及び甘味ステビオール配糖体化合物から
本質的になる甘味組成物中に含まれ得る他の甘味化合物の量は、問題の他の甘味化合物の
タイプ及びその甘味閾値濃度（これを下回れば、その甘味化合物が甘味組成物の甘味に感
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知され得るほど寄与しないと考えられる）に応じて異なる。さらに、或る特定の実施形態
では、レバウディオサイドＢと１つ又は複数の付加的な甘味ステビオール配糖体化合物と
を含む甘味組成物は、甘味ステビオール配糖体化合物からなる。
【００２８】
　或る特定の実施形態では、レバウディオサイドＢと１つ又は複数の付加的な甘味ステビ
オール配糖体化合物とを含むステビア抽出物又は甘味組成物は、ステビオシドを含む。或
る特定の実施形態では、ステビオシドの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味
ステビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約１重量％である。或る特定の実施形態で
は、ステビオシドの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体
化合物の総量の少なくとも約５重量％である。或る特定の実施形態では、ステビオシドの
濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少な
くとも約１０重量％である。或る特定の実施形態では、ステビオシドの濃度は、ステビア
抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約２０重量
％である。或る特定の実施形態では、ステビオシドの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組
成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約３０重量％である。或る特
定の実施形態では、ステビオシドの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステ
ビオール配糖体化合物の総量の少なくとも約４０重量％である。或る特定の実施形態では
、ステビオシドの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化
合物の総量の約９５重量％以下である。或る特定の実施形態では、ステビオシドの濃度は
、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の約９０重量
％以下である。或る特定の実施形態では、ステビオシドの濃度は、ステビア抽出物又は甘
味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総量の約８０重量％以下である。或る特定
の実施形態では、ステビオシドの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビ
オール配糖体化合物の総量の約７０重量％以下である。或る特定の実施形態では、ステビ
オシドの濃度は、ステビア抽出物又は甘味組成物中の甘味ステビオール配糖体化合物の総
量の約６０重量％以下である。
【００２９】
ＩＶ．高濃度のレバウディオサイドＢ甘味料を含む製品
　本発明の或る特定の実施形態は、高濃度のレバウディオサイドＢを含むステビア抽出物
又は甘味組成物を含む食料品に関する。当業者であれば、任意の食用組成物又は咀嚼用組
成物、例えば食料品（例えばスナック、焼き菓子、スープ、ソース、加工食肉、果物の缶
詰、野菜の缶詰、乳製品、冷凍菓子、ケーキ、クッキー、バー及び他の菓子パン類（swee
t bakery items）、シリアル、シリアルバー、ヨーグルト、ヨーグルト含有飲料、エナジ
ーバー、グラノーラバー、ハードキャンディー、ゼリーキャンディー、チョコレートキャ
ンディー及び他の糖菓類（sweet confections））、飲料（例えば炭酸清涼飲料、缶やペ
ットボトルの茶飲料（ready to drink teas）、スポーツドリンク、乳飲料、アルコール
飲料、栄養飲料、コーヒー、フレーバーウォーター、ビタミン飲料、果実飲料及び果汁飲
料、粉末清涼飲料）、薬又は医薬品（例えば錠剤、舐剤、懸濁剤等）、栄養補助食品（例
えばサプリメント、ビタミン等）、キャンディー又は砂糖菓子、チューインガム、タバコ
製品（例えば噛みタバコ）等を本発明に従って甘くすることができることを認識するであ
ろう。レバウディオサイドＢ、又はレバウディオサイドＢと他の任意の甘味料とを含むス
テビア抽出物若しくは甘味組成物の食料品への添加は、食料品及びその調製によって異な
るプロセスである。かかる調製は食料品調製の当業者に既知である。好ましくは、甘味組
成物は、食料品に所望の量の甘味を付与するのに有効な量で含まれる。当業者であれば、
食料品の調製において添加するのに好ましい甘味料の量を決定することが慣行であること
を認識するであろう。
【００３０】
　或る特定の実施形態では、食料品はレバウディオサイドＢと、本明細書に記載の１つ又
は複数の付加的な甘味ステビオール配糖体化合物とを含む甘味組成物を含有する。或る特
定の実施形態では、甘味組成物のステビオール配糖体の総濃度は、その甘味閾値（約４０
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ｐｐｍと考えられる）未満である。かかる実施形態では、甘味ステビオール配糖体は、こ
のような少ない量で甘味料というよりも風味付与剤又は風味増強剤として働くと考えられ
る。或る特定の実施形態では、甘味組成物の甘味ステビオール配糖体の総濃度は、少なく
とも約５０ｐｐｍである。或る特定の実施形態では、甘味組成物の甘味ステビオール配糖
体は、少なくとも約２００ｐｐｍという総濃度、又は少なくとも約５００ｐｐｍという濃
度、又は少なくとも約１５００ｐｐｍという濃度である。
【００３１】
　或る特定の実施形態では、食料品はレバウディオサイドＢと、本明細書に記載の１つ又
は複数の付加的な甘味ステビオール配糖体化合物とを含む甘味組成物を含有する飲料であ
る。或る特定の実施形態では、飲料のｐＨは少なくとも約ｐＨ２（好ましくは少なくとも
約ｐＨ４）かつ約ｐＨ８以下である。或る特定の実施形態では、甘味組成物の甘味ステビ
オール配糖体の総濃度は、少なくとも約５０ｐｐｍである。或る特定の実施形態では、甘
味組成物の甘味ステビオール配糖体の総濃度は、少なくとも約２００ｐｐｍ又は少なくと
も約５００ｐｐｍ又は少なくとも約１５００ｐｐｍである。
【００３２】
Ｖ．甘味組成物の製造
　本明細書で説明する原理に従う甘味組成物は、任意の適当な様々な方法に従って製造す
ることができる。かかる方法の１つは、或る特定の量のレバウディオサイドＢと、１つ又
は複数の付加的な甘味ステビオール配糖体化合物、例えばレバウディオサイドＡ及び／又
は他の甘味ステビオール配糖体化合物とをブレンドすることを含む。例えば、精製レバウ
ディオサイドＢと、レバウディオサイドＡ及び／又は他の甘味ステビオール配糖体化合物
とのブレンドは、構成要素の乾燥粉末をブレンドすることによって作製することができる
。代替的には、甘味ステビオール配糖体化合物の混合物を溶液又は懸濁液中で調製し、同
時乾燥して粉末を製造することができる。
【００３３】
　レバウディオサイドＡは通常、例えば８０％超のレバウディオサイドＡ、９５％超のレ
バウディオサイドＡ又は９７％以上のレバウディオサイドＡとして特徴付けられる市販の
材料である。このようなレバウディオサイドＡの精製形態は通常、他のステビオール配糖
体の量を溶媒再結晶化、吸着樹脂又はクロマトグラフ分別を用いることによって低減する
ことで達成される。
【００３４】
　レバウディオサイドＢは、様々な手段に従って得ることができる。例えば、レバウディ
オサイドＢは、レバウディオサイドＡの処理及び精製に伴って発生するプロセス流から、
例えば沈殿、再結晶化、クロマトグラフ分別、吸着樹脂を用いて回収することができる。
さらに、レバウディオサイドＢは、Kohda, et. al., Phytochemistry, vol. 15, pp. 981
-983 (1975)及び特許第５２０８３７３１号公報により開示されるようなレバウディオサ
イドＡのアルカリ加水分解又は酸加水分解によって得ることができる。レバウディオサイ
ドＢは、Mizukani, H., et al., Phytochem vol. 21, pp. 1927-1930 (1982)により開示
されるようなレバウディオサイドＡの酵素加水分解によっても製造することができる。
【００３５】
　レバウディオサイドＢはレバウディオサイドＡから形成され得るため、ステビア抽出物
のレバウディオサイドＢ含量は、例えばステビア植物からのステビオール配糖体の抽出に
関連するプロセスパラメータを変更することによって増大させることができる。例えば、
レバウディオサイドＢの量はプロセス流のｐＨ、プロセス流の温度を制御すること、プロ
セス時間を延長させること、又はかかる変更の組合せによって増大させることができる。
【００３６】
　必要に応じて、レバウディオサイドＢを、他のステビオール配糖体及び関連化合物から
任意の適当な方法を用いて分離することができる。例えば、レバウディオサイドＢを、溶
液のｐＨを低下させることによって溶液から沈殿させることができる。レバウディオサイ
ドＢは通常、ｐＨ値が約４．５未満の室温の水中で本質的に不溶性のプロトン化形態へと
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【００３７】
　レバウディオサイドＢは沈殿後、懸濁液を精製する一般的な手段のいずれかによって、
溶質化合物を含む溶液から分離することができる。沈殿物を遠心分離して、上清を除去す
ることができる。沈殿物は、真空濾過等の濾過によって又はフィルタープレスを用いて分
離することができる。可溶性相と不溶性相とは、膜を用いて分離することができる。濾過
ケーキ、遠心分離ペレット又は膜残留物（membrane retentate）を水で洗浄することによ
って更に精製することができる。代替的には、部分精製し、回収した沈殿物をｐＨが約７
．７超の水に再溶解し、酸を添加してｐＨを約４．５未満に低下させることによって再沈
殿し、上記技法のいずれかによって不純物を含有する液相から再び分離することができる
。
【００３８】
　代替的には、レバウディオサイドＢを、レバウディオサイドＢの溶解度が限られている
か、又はレバウディオサイドＢが不溶性の溶媒を添加することによって沈殿させることが
できる。具体的な溶媒、添加量及び温度は、他の化合物ではなく本質的にレバウディオサ
イドＢのみが沈殿するように選択するのが好ましい。
【００３９】
　水中の中性ｐＨでは、可溶性レバウディオサイドＢは、クロマトグラフ分別、再結晶化
、レバウディオサイドを保持するが、より小さい分子を通過させる適当な孔径の膜を用い
た膜分離、又は全不純物を吸着してレバウディオサイドを溶出するか、若しくはレバウデ
ィオサイドを吸着して全不純物を溶出する吸着性樹脂を用いた処理によって他の可溶性化
合物から分離することができる。次いで、吸着した材料に対して親和性を有する溶離液で
樹脂を洗浄し、樹脂を再生する（１つ目の例）、又はレバウディオサイドを回収する（２
つ目の例）。
【００４０】
　分離したレバウディオサイドＢは、任意の適当な方法及び関連装置によって、例えばベ
ルト乾燥、ドラム乾燥、トレイ乾燥、噴霧乾燥、凍結乾燥、気流乾燥、又は流動床を用い
た乾燥によって乾燥させることができる。代替的には、レバウディオサイドＢを乾燥させ
た後、乾燥させたレバウディオサイドＢと、レバウディオサイドＡ及び／又は他の甘味ス
テビオシド化合物とをブレンドする代わりに、それらを溶液中でブレンドした後、組成物
を乾燥させることができる。
【実施例】
【００４１】
　開示した以下の実施形態は、様々な形態で具体化され得る本発明を代表するものにすぎ
ない。そのため、以下の実施例において開示した具体的な構造、機能及び手順上の詳細は
限定的なものとは解釈されない。
【００４２】
実施例１－市販のステビオール配糖体の混合物及びレバウディオサイドＢに富んだ配糖体
の混合物の選好性試験
　市販のステビオール配糖体のブレンドを、０．００５６Ｍクエン酸緩衝液（ｐＨ３．１
）に溶解した。９７％レバウディオサイドＡを含有する市販の甘味組成物を含有する溶液
を同様に調製した。
【００４３】
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【表１】

【００４４】
　３１人のTate & Lyleの従業員が、甘味及び選好性の一対比較検定に参加した。製品を
、ｐＨ３．１のクエン酸緩衝液（１Ｌ当たり０．９ｇの無水クエン酸（Tate & Lyle，Dec
atur，IL）及び０．２６ｇのクエン酸ナトリウム二水和物（Tate & Lyle，Decatur，IL）
）中で作製し、ランダムな３桁の番号をラベルした２オンスのスフレカップ内で室温で試
験した。提示順序は回転させた。より甘く、より好ましい溶液をパネリストに決めさせた
。投票用紙を渡し、ＳＩＭＳ官能検査ソフトウェア（sensory software）（Sensory Comp
uter Systems，LLC，Morristown，NJ）を用いてデータを収集した。ミネラルウォーター
、２％スクロース溶液及び無塩クラッカーを、パネリストの試験前及び試験中の口直しの
ために用意した。
【００４５】
　甘味及び選好性に関する質問の結果を、２項検定を用いて分析し、サーストンのｄ’（
Thurstonian d'）を計算した。片側２項検定に関するｐ値を、

【数１】

（式中、ｃは成功回数であり、ｎは試行回数であり、ｐ０は偶然確率である）として計算
した。この検定は、ｐ値が事前に設定したαリスク未満である場合に統計的に有意とみな
される。両側ｐ値は上で計算した片側ｐ値の２倍である。
【００４６】
　サーストンのｄ’は心理物理学的相違の尺度である。１というｄ’は一般に、刺激が試
行の７５％においてより強いと判断される丁度可知差異（ＪＮＤ）と考えられる。サース
トンのｄ’は試験方法から独立し、一対比較検定については、
【数２】

（式中、ｐｃは成功の割合であり、Φ（・）は標準正規分布の累積分布関数である）とし
て計算される。これらの統計用語は、これに関する標準的な教科書、例えば"Sensory Dis
crimination Tests and Measurements", Jian Bi (Blackwell Publishing, 2006)におい
てより十分に定義されている。
【００４７】
　一対比較検定に関する指示は以下のとおりとした：
（ｉ）サンプルの前及びサンプル間で口をすすぐことが重要である。
（ｉｉ）クラッカーを一口食べて口直しする。次いで、砂糖水で口をすすぐ。最後に、水
（plain water）で口をすすぐ。
（ｉｉｉ）提示の順序で左から右にサンプルを試飲する。
（ｉｖ）第１のサンプルの少なくとも半分を試飲し、甘味を記入する。
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（ｖｉ）ここで、第２のサンプルの少なくとも半分を試飲する。
（ｖｉｉ）第１のサンプルを再度試飲しないこと。
（ｖｉｉｉ）選好性及び甘味についてサンプルを評価する。より好ましいサンプルを選び
、より甘いサンプルを選ぶ。これらは同じサンプルであっても、又はそうでなくてもよい
。確信が持てない又は選好性がない場合でもいずれかを選ぶ。
【００４８】
　一対比較検定に関する質問は以下のとおりとした：
（ｉ）これら２つのサンプルのどちらがより好ましいか。
（ｉｉ）２つのサンプルのどちらがより甘いか。
【００４９】
　この検定の結果及び心理物理学的ｄ’値を下記第２表に示す。
【００５０】
【表２】

【００５１】
　結果から示されるように、市販のブレンドが９７％レバウディオサイドＡより僅かに好
まれず、９７％レバウディオサイドＡとほぼ同じ甘味であることが分かった。
【００５２】
　同様に行われるその後の試験では、上記の市販のブレンドに対してレバウディオサイド
Ｂを添加し、甘味ステビオール配糖体の総量に対するレバウディオサイドＢの濃度が約２
１％であり、レバウディオサイドＡとレバウディオサイドＢとの比率が約３：１である、
本発明の実施形態である配糖体混合物を作製した。
【００５３】
　ステビオール配糖体の配糖体ブレンドを、０．００５６Ｍクエン酸緩衝液（ｐＨ３．１
）に溶解した。９７％レバウディオサイドＡを含有する市販の甘味組成物を含有する溶液
を同様に調製した。
【００５４】
【表３】

【００５５】
　この２つの溶液をTate & Lyleの従業員のパネルに提示し、上記に説明したものと同じ
指示及び質問を用いて、より甘く、より好ましい溶液を決めさせた。甘味及び選好性に関
する質問の結果を、２項検定を用いて分析し、上記に説明したようにサーストンのｄ’を
計算した。この検定の結果及び心理物理学的ｄ’値を下記第４表に示す。
【００５６】
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【表４】

【００５７】
　レバウディオサイドＢブレンドが好まれ、かつ９７％レバウディオサイドＡよりも甘い
ことが分かった。
【００５８】
実施例２－ステビオシドと混合したレバウディオサイドＡ又はレバウディオサイドＢの８
００ｐｐｍ混合物の選好性試験
　味覚パネルに、レバウディオサイドＡとステビオシドとの市販の混合物と、９７％レバ
ウディオサイドＡの５００ｐｐｍサンプルとを比較させた。ステビオール配糖体の配糖体
ブレンドを、０．００５６Ｍクエン酸緩衝液（ｐＨ３．１）に溶解した。９７％レバウデ
ィオサイドＡを含有する市販の甘味組成物を含有する溶液を同様に調製した。サンプル提
示順序は回転させ、この２つの溶液のサンプル（室温）をTate & Lyleの従業員のパネル
に提示し、実施例１と同じ指示及び質問を用いて、より甘く、より好ましい溶液を決めさ
せた。甘味及び選好性に関する質問の結果を、２項検定を用いて分析し、実施例１と同様
にサーストンのｄ’を計算した。
【００５９】
【表５】

【００６０】
　別のパネルにレバウディオサイドＢとステビオシドとの混合物を比較させた。ステビオ
ール配糖体の配糖体ブレンドを、０．００５６Ｍクエン酸緩衝液（ｐＨ３．１）に溶解し
た。９７％レバウディオサイドＡを含有する市販の甘味組成物を含有する溶液を同様に調
製した。この２つの溶液をTate & Lyleの従業員のパネルに提示し、実施例１と同じ指示
及び質問を用いて、より甘く、より好ましい溶液を決めさせた。
【００６１】
【表６】

【００６２】
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　甘味及び選好性に関する質問の結果を、２項検定を用いて分析し、実施例１と同様にサ
ーストンのｄ’を計算した。２つのパネルの結果及び心理物理学的ｄ’値を第７表及び第
８表にそれぞれ示す。
【００６３】
【表７】

【００６４】
　結果から示されるように、レバウディオサイドＡ－ステビオシドブレンドが、９７％レ
バウディオサイドＡと比較して殆ど好まれず、甘味がほぼ等しいことが分かった。
【００６５】

【表８】

【００６６】
　結果から示されるように、レバウディオサイドＢ－ステビオシドブレンドが９７％レバ
ウディオサイドＡ（５００ｐｐｍ）と同様に好まれ、レバウディオサイドＢ－ステビオシ
ドブレンドが９７％レバウディオサイドＡよりも甘いことが分かった。
【００６７】
実施例３－レバウディオサイドＡ又はレバウディオサイドＢの混合物の選好性試験
　味覚パネルに、レバウディオサイドＡとレバウディオサイドＢとの市販の混合物と、９
７％レバウディオサイドＡの９００ｐｐｍサンプルとを比較させた。Tate & Lyleの従業
員が甘味及び選好性の一対比較検定に参加した。ランダムな３桁の番号をラベルした２オ
ンスのスフレカップ内で、サンプルを室温で試験した。９００ｐｐｍのレバウディオサイ
ドＡの異風味が残るため、提示順序は回転させなかった。パネリストは初めに試験サンプ
ルを評価し、次いで対照の９００ｐｐｍレバウディオサイドＡサンプルを評価した。パネ
リストにサンプルを再び試飲しないよう指示した。さらに、パネリストをサンプルの試験
間に１分間待たせ、２％スクロース溶液、無塩クラッカー及びミネラルウォーターで口直
しするよう指示した。より甘く、より好ましい溶液をパネリストに決めさせた。投票用紙
を渡し、ＳＩＭＳ官能検査ソフトウェア（Sensory Computer Systems，LLC，Morristown
，NJ）を用いてデータを収集した。
【００６８】
【表９】

【００６９】
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　一対比較検定に関する指示は以下のとおりとした：
（ｉ）サンプルの前及びサンプル間で口をすすぐことが重要である。
（ｉｉ）クラッカーを一口食べて口直しする。次いで、砂糖水で口をすすぐ。最後に、水
で口をすすぐ。
（ｉｉｉ）提示の順序で左から右にサンプルを試飲する。
（ｉｖ）各サンプルの少なくとも半分を試飲し、甘味を記入する。
（ｖ）砂糖水で口をすすぎ、続いて水で口をすすぐ。
（ｖｉ）選好性及び甘味についてサンプルを評価する。より好ましいサンプルを選び、よ
り甘いサンプルを選ぶ。これらは同じサンプルであっても、又はそうでなくてもよい。確
信が持てない又は選好性がない場合でもいずれかを選ぶ。
（ｖｉｉ）ここで、左側のサンプルを試飲する。
（ｖｉｉｉ）次のサンプルを試飲する前に１分間待つ（ＳＩＭＳの６０秒タイマーを開始
する）
（ｉｘ）ここで、右側のサンプルを試飲する。
【００７０】
　一対比較検定に関する質問は以下のとおりとした：
（ｉ）これら２つのサンプルのどちらがより好ましいか。答えをマークする前に３桁の番
号を入念に確認すること。これらはサンプルが提示された順序と同じでなくてもよい。
（ｉｉ）２つのサンプルのどちらがより甘いか。
【００７１】
　試験の間、ＳＩＭＳの１２０秒タイマーを開始した。甘味及び選好性に関する質問の結
果を、２項検定を用いて分析し、実施例１と同様にサーストンのｄ’を計算した。
【００７２】
　２つのパネルの結果及び心理物理学的ｄ’値を第１１表に示す。
【００７３】
【表１０】

【００７４】
　結果から示されるように、レバウディオサイドＡ－レバウディオサイドＢブレンドが９
７％レバウディオサイドＡと比較して好まれ、甘味がほぼ等しいことが分かった。
【００７５】
実施例４－ステビオール配糖体混合物の選好性試験
　本研究は、レバウディオサイドＡ単独に対するレバウディオサイドＡとレバウディオサ
イドＢとのブレンドの選好性を決定するために、投票に関するパネリストの混乱を低減す
るよう変更した、パネリストテスターにおよそ２オンスの各サンプルを摂取させる官能的
方法を用いて、およそ１０ＳＥＶの甘味で行った。
【００７６】
　パネリストに甘味及び選好性の一対比較検定を行った。３桁の番号をラベルした２オン
スのスフレカップ内で、製品を冷蔵温度で試験した。サンプルは提供する直前に注いだ。
より甘く、より好ましい飲料をパネリストに決めさせた。ミネラルウォーター、２％スク
ロース溶液及び無塩クラッカーを、パネリストの試験前及び試験中の口直しのために用意
した。
【００７７】
　パネリストは１回目に試験サンプルを評価し、次いで２回目に対照の９００ｐｐｍレバ
ウディオサイドＡサンプルを評価した。９００ｐｐｍのレバウディオサイドＡの異風味が
残るため、本試験における提示順序は回転させなかった。パネリストに全てのサンプルを



(17) JP 2014-509191 A 2014.4.17

10

20

30

40

50

摂取し、サンプルを再び試飲しないよう指示した。パネリストには、投票時のサンプルの
順序が、サンプルが提示された順序と同じでなくてもよいことを注意した。接着剤付きノ
ートに好ましいサンプルをマークするようパネリストに指示し、これらの結果を投票によ
る結果と比較した。サンプル間に１分間及び試験間に２分間の休憩を設け、パネリストに
２％スクロース、クラッカー及び水で口直しするよう指示した。
【００７８】
　試験した製品は、１部のシロップと４部の炭酸水とを含むレモンライム炭酸清涼飲料で
あり、シロップは下記第１２表に記載の組成を有するものとした。
【００７９】
【表１１】

【００８０】
　結果を、選好性については片側検定、甘味については両側検定として２項検定を用いて
αリスク０．０５で分析した。試験の結果を下記第１３表に記載する。
【００８１】

【表１２】

【００８２】
　検定から、試験レモンライム炭酸清涼飲料のどちらも、レバウディオサイドＡで甘くし
たレモンライム炭酸清涼飲料と甘味が有意に異ならず、レバウディオサイドＡで甘くした
レモンライム炭酸清涼飲料よりも有意に好ましかったことが示される。
【００８３】
　分析から、レバウディオサイドＡとレバウディオサイドＢとのブレンドが、とりわけ高
い甘味レベルでレバウディオサイドＡ単独よりも好ましいことが示唆される。
【００８４】
実施例５－溶解度
　或る特定の溶液におけるレバウディオサイドＡ及びレバウディオサイドＢの溶解度を決
定するために、４つのストック溶液を調製した。１０倍濃縮したクエン酸／クエン酸ナト
リウム（ｐＨ３）ストック緩衝溶液を、０．９ｇの無水クエン酸及び０．２６ｇのクエン
酸ナトリウム二水和物を水に溶解し、１００ｍＬの緩衝液（０．０４７Ｍクエン酸＋０．
００８８Ｍクエン酸ナトリウム）を作製することによって調製した。レバウディオサイド
Ａの２５００ｐｐｍ（公称）溶液を、０．１２５ｇのＧＬＧ　ＲＡ　９７を溶解し、５０
ｍＬの溶液を作製することによって調製した。ステビオシドの２５００ｐｐｍ（公称）溶
液を、０．１２５ｇのＧＬＧ　ＳＴＶ　９７を溶解し、５０ｍＬの溶液を作製することに
よって調製した。レバウディオサイドＢの１０００ｐｐｍ（公称）溶液を、１７９０ｐｐ
ｍと測定された５６ｍＬの溶液を希釈し、１００ｍＬの溶液を作製することによって調製
した。
【００８５】



(18) JP 2014-509191 A 2014.4.17

10

20

30

40

50

　これらの溶液を、第１４表に示すように、容量（μＬ）を１．５ｍＬ容の微小遠心管に
マイクロピペットで量り取ることによって総量１ｍＬとして混合した。得られた３つの配
糖体それぞれの公称濃度（ｐｐｍ）も第１４表に挙げる。
【００８６】
【表１３】

【００８７】
　混合の直後、溶液は全て透明であり（相対するものは混濁である）、沈殿を示さなかっ
た。次いで、試験管を実験室内に室温（約２５℃）で約１００時間静置すると、その時点
までに全てが少なくとも幾らかの沈殿を示した。５日間（約１００時間）放置した後、試
験管を卓上遠心機で回転させ、沈殿物をペレット化した。透明な上清をバイアルに採取し
、ＵＶ検出（Watersの２４８７　Ｄｕａｌ　λ　Ａｂｓｏｒｂａｎｃｅ　Ｄｅｔｅｃｔｏ
ｒを備えるWatersの２６９５　Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎｓ　Ｍｏｄｕｌｅ、又は同等の機器
）による逆相高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）勾配法を用いて、配糖体について
アッセイした。これについて第１５表にまとめる。ＨＰＬＣ条件は以下のとおりとした：
カラム　－　WatersのＡｔｌａｎｔｉｓ　Ｔ３　４．６×２５０ｍｍ；４μ、Phenomenex
のＳｅｃｕｒｉｔｙ　Ｇｕａｒｄ　ＡＱ　Ｃ１８ガードカートリッジ、４×３．０ｍｍ、
緩衝液　－　０．０２８４％酢酸アンモニウム、０．０１１６％酢酸、
流量　－　１．０ｍＬ／分、
検出器　－　２０３ｎｍでの分析を用いたＵＶ検出器、
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カラム温度　－　４０℃。
【００８８】
【表１４】

【００８９】
　ＨＰＬＣにより収集した上清のデータを、ＤＥＳＩＧＮ　ＥＸＰＥＲＴ　８ソフトウェ
アを用いて処理した。簡潔に述べると、データをプログラムに公称データとしての２要因
５水準の一般要因計画である「要因」データとして入力し、これを次いで数値データに変
換し、実際のＨＰＬＣ結果に置き換えた。次いで、ソフトウェアによって、上清中のレバ
ウディオサイドＡ及びステビオシドの濃度に応じてレバウディオサイドＢの濃度（溶解度
）を予測するモデルを選択した。ソフトウェアによってモデルパラメータの有意性を示す
多数の統計的要因も計算した。この場合、モデル化によって、小さなレバウディオサイド
Ａ－ステビオシド相互作用パラメータを含むモデルと含まないモデルとが、ほぼ等しく有
効であることが示されたため、より単純な（非干渉）モデルを更なる処理に選択した。こ
のプログラムによって得られたモデルの分散分析（ＡＮＯＶＡ）を第１６表に示す。
【００９０】
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【００９１】
　第１７表は、各々の試験溶液に由来する上清の実験的に決定された組成を示す。
【００９２】
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【表１６】

【００９３】
　本研究に使用したレバウディオサイドＢは、試験管１～試験管５に見られるレバウディ
オサイドＡを説明する、約６％～７％のレバウディオサイドＡを含有していた。サンプル
中のステビオシド及びレバウディオサイドＡの濃度は、これらの化合物がこの濃度でこの
緩衝液に完全に可溶性である、すなわち、レバウディオサイドＢのみが実験中に沈殿した
という考えと一致することもデータから明らかである。第１８表に示すデータをＤＥＳＩ
ＧＮ　ＥＸＰＥＲＴ　８に入力し、２要因線形回帰モデルを生成した。これを下記方程式
１に記載する。
【数３】

【００９４】
　この方程式から示されるように、上清中のＢの濃度（ｃｏｎｃＢ、すなわち溶解限度）
が、レバウディオサイドＡの濃度（ｃｏｎｃＡ）及びステビオシドの濃度（ｃｏｎｃＳｓ
）の両方に影響されることが分かった。レバウディオサイドＢの溶解度は、レバウディオ
サイドＡの濃度を増大させることによって実質的に増大し、ステビオシドの濃度を増大さ
せることによって僅かに減少した。
【００９５】
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　図１に示されるように、方程式１によって表される線形－線形モデルを、３Ｄプロット
において平面としてプロットする。平面はクエン酸緩衝液（ｐＨ３．１）におけるレバウ
ディオサイドＢの最大溶解度を表し、４７８ｐｐｍのステビオシドにおける場合（モデル
による）の約２２５ｐｐｍという低い溶解度から４８０ｐｐｍのレバウディオサイドＡに
おける約３８０ｐｐｍまでの範囲である。
【００９６】
　溶解限度（方程式１）と、質量分率の総和が１でなければならないという制約とを用い
ることで、溶解限度でのレバウディオサイドＢの質量分率（ＸＢ）を、レバウディオサイ
ドＡの質量分率（ＸＡ）、総レバウディオサイド濃度（レバウディオサイドＢ＋レバウデ
ィオサイドＡ＋ステビオシド＝Ｃｔｏｔ）、及び回帰方程式（下記方程式２）の係数（α

０＝２２５．１８ｐｐｍ、α１＝０．３１２、α２＝－０．０２２６）に関連付ける方程
式を見出すことができる。
【数４】

【００９７】
　したがって、方程式２がレバウディオサイドＡと、ステビオシドと、レバウディオサイ
ドＢとの三成分混合物における安定な溶液の溶解度領域の端を規定すると考えられる。そ
のため、安定な領域の大きさは総濃度（Ｃｔｏｔ）によって異なる。
【００９８】
　本研究から、レバウディオサイドＢが中性ｐＨ溶液中で高い溶解度を有するにもかかわ
らず、レバウディオサイドＢの溶解度がｐＨ３のクエン酸緩衝液において制限されること
が明らかに示される。また、レバウディオサイドＡの存在はレバウディオサイドＢの溶解
度を増大させるが、ステビオシドの存在はレバウディオサイドＢの溶解度を僅かに低減す
る。この溶解度の情報は、レバウディオサイドＢの溶液及びレバウディオサイドの混合物
の配合を試みる場合に留意すべきである。
【００９９】
実施例６－レバウディオサイドＢ含量に応じた甘味料の味の評価
　記述的パネルを使用して、レバウディオサイドＡ（純度９７％であり、０．６２％レバ
ウディオサイドＢを含有していた）に添加した様々なレベルのレバウディオサイドＢの風
味属性及び風味の強さを定量化した。具体的には、９００ｐｐｍのレバウディオサイドＡ
＋レバウディオサイドＢ溶液で甘味料をパネリストに評価させた。ここで、レバウディオ
サイドＢの添加量は、レバウディオサイドＢの総含量が０．６％、３．６％、６．５％、
１１．４％、２２．３％、３７．５％及び５２％となる量とした。８％スクロース溶液を
対照として使用した。溶液は中性ｐＨ水中で調製した。試験対象に含まれる他の高甘味度
甘味料は５００ｐｐｍのアスパルテーム、７５０ｐｐｍのＡＳＫ、２５０ｐｐｍのスクラ
ロース及び５００ｐｐｍのステビアであった。
【０１００】
　試験を行う前に、１０人のパネリストに、サンプルを甘味、苦味、異風味、化学薬品又
は人工甘味料の風味、アニス味（anise）及び口内での広がり（mouth coating）について
格付けするために、多様な製品の外観、香り、風味及び質感を表す標準用語の使用につい
て十分に教え込んだ。かかる属性の各々を一口目及び二口目及び後味について評価した。
試験は、パネリストにサンプルを試飲させ、風味特性について考察させることから開始し
た。参照についても試飲を行い、「甘味」、「苦味」及び「アニス味」について考察させ
た。風味用語の定義を下記第１８表に記載する。
【０１０１】
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【表１７】

【０１０２】
　試験の２日目及び３日目に、パネリストにサンプルを様々な属性について評価させ、甘
味料だけでなく全ての食品成分製品を含む、「なし」から「最大」までのスケールで格付
けさせた。第１９表に記載の製品及び溶液を、パネリストのスケールの「基準（anchor）
」として使用した。
【０１０３】

【表１８】

【０１０４】
　１セッション当たり８つのサンプルを評価した。７分間の休憩時間を各サンプル間に設
け、１５分間の休憩を最初の４つのサンプルを評価した後に設けた。各製品について各パ
ネリストから２回の評価（すなわち反復）を得た。したがって、合計で２０回の判定を各
製品について行った。データ収集の際には、パネリストに１５ｃｍの目盛線上に縦線を引
くことによって各々の官能特性の強さを示すよう指示した。提供順序は、製品がほぼ等し
い回数で各々の可能な位置に見られるように均等にした。待合室では、アルハンブラ周辺
の（ambient Alhambra）飲用水、無塩ソーダクラッカー及びセロリを、サンプル間の口直
しのために用意した。
【０１０５】
　目盛線上の縦線を、コンピュータ化官能データ収集システムであるＳＩＭＳによって１
～１５の範囲の数値に変換した。各々の官能特性について平均強さを計算した。必要に応
じて、分散分析及びダンカンの多重範囲検定を用いて、各属性に関するサンプル間の有意
差を決定した。パネリストと製品との相互作用が有意である場合、誤差項の平均平方の代
わりに相互作用項の平均平方を、製品のＦ値の計算に使用した。結果を下記の第２０表及
び第２１表に記載する。
【０１０６】
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【０１０７】
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【表２０】

【０１０８】
　図３は、レバウディオサイドＢ含量に応じて統計的有意差を測定した各々の風味属性の
パネリストの平均応答の大きさを示す。使用したスケールは「母集団」を包含するため、
９７％レバウディオサイドＡ溶液と漸増レベルのレバウディオサイドＢとの差の大きさは
、他の非公式試験によって決定されるほど大きくはない。例えば、数人の非公式テスター
が、約２０％のレバウディオサイドＡの添加によって苦味が約８０％低減したと考えたが
、上記テイスターパネルによる結果は、約２０％のレバウディオサイドＡの添加によって
苦味が約３０％低減したことを示している。
【０１０９】
　風味属性もサンプル間で比較した。サンプルの属性が他の全てのサンプルよりも有意に
高いか又は低い場合に、その属性を「最高」又は「最低」と述べる。サンプルの属性が最
高又は最低であるが、他の全てのサンプルよりも有意に高いか又は低くはない場合、その
属性をそれぞれ「高い」又は「低い」と述べる。本明細書中で論考する属性は、９５％信
頼度で有意であることが分かった。
【０１１０】
　高甘味度甘味料サンプルと比較して、スクロースは以下の点で最低であった：全体的な
風味（ただし、二口目については２２．３％、３７．５％及び５２％のレバウディオサイ
ドＢに対して有意ではない）、一口目及び後味の甘味（ただし、苦味対照よりも有意に低
くはない）、全体的な異風味、人工甘味料／化学薬品の味、真の苦味、アニス味及び口内
での広がり。
【０１１１】
　高甘味度甘味料サンプルの中でも、０．６％レバウディオサイドＢを含む９７％レバウ
ディオサイドが以下の点で高かった：二口目の全体的な異風味、一口目及び二口目の人工
甘味料／化学薬品の味、真の苦味並びに後味のアニス味。
【０１１２】
　高甘味度甘味料サンプルの中でも、３．６％のレバウディオサイドＢを添加したサンプ
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ルが以下の点で高かった：全体的な風味、後味の甘味、全体的な異風味、二口目及び後味
の人工甘味料／化学薬品の味、後味の真の苦味並びに後味のアニス味。
【０１１３】
　高甘味度甘味料サンプルの中でも、６．５％のレバウディオサイドＢを添加したサンプ
ルが以下の点で高かった：一口目の甘味、二口目の全体的な異風味及び二口目の人工甘味
料／化学薬品の味。
【０１１４】
　高甘味度甘味料サンプルの中でも、１１．４％のレバウディオサイドＢを添加したサン
プルが、二口目の全体的な異風味並びに一口目及び二口目の人工甘味料／化学薬品の味の
点で低く、一口目のアニス味及び一口目の口内での広がりの点で高かった。
【０１１５】
　高甘味度甘味料サンプルの中でも、２２．３％のレバウディオサイドＢを添加したサン
プルが以下の点で低かった：二口目の全体的な風味、二口目の全体的な異風味、一口目及
び二口目の人工甘味料／化学薬品の味、二口目の真の苦味並びに後味のアニス味。
【０１１６】
　高甘味度甘味料サンプルの中でも、３７．５％のレバウディオサイドＢを添加したサン
プルが以下の点で低かった：二口目及び後味の全体的な風味、二口目の全体的な異風味、
二口目及び後味の人工甘味料／化学薬品の味、並びに二口目の真の苦味。
【０１１７】
　高甘味度甘味料サンプルの中でも、５２％のレバウディオサイドＢを添加したサンプル
が以下の点で低かった：一口目及び二口目の全体的な風味、一口目の甘味、一口目及び二
口目の全体的な異風味、一口目及び二口目の人工甘味料／化学薬品の味、真の苦味並びに
一口目のアニス味。
【０１１８】
　結果から、３．６％のレバウディオサイドＢの添加が風味属性の悪化をもたらし、６．
５％のレバウディオサイドＢの添加が、全体的な異風味及び人工甘味料／化学薬品の風味
に殆ど影響を与えないことが示される。より大量のレバウディオサイドＢの添加は、殆ど
の特性において、異風味、特に苦味が低減している、よりスクロースに似たサンプルのス
コアリングをもたらす傾向がある。しかしながら、結果から、レバウディオサイドＢ含量
を約２０％超まで増大させることが、望ましくない風味属性に対して更なる影響を殆ど与
えないことが示される。驚くべきことに、甘味はレバウディオサイドＢ含量によって殆ど
影響を受けず、このことは、レバウディオサイドＢの甘味がレバウディオサイドＡの２分
の１～３分の２であると見出したレバウディオサイドＢに関する以前の報告に反している
。高甘味度甘味料溶液の甘味及び全体的な風味は、８％スクロース溶液に類似し、また互
いに類似しており、人工甘味料／化学薬品の味はスクロース溶液よりもはるかに高く、高
甘味度甘味料サンプルにより広まる。このことは、レバウディオサイドＢ濃度が、これら
の味に対して顕著な影響を有することを示している。
【０１１９】
　有利には、本発明を用いて、多くの用途に必要とされる「本格的な」甘味をもたらすた
めに使用することのできる高甘味度甘味料組成物を製造することができる。これは、約２
００ｐｐｍを超える濃度でのその苦味のために、通常はレバウディオサイドＡ単独では達
成することができない。より具体的には、本発明によって、消耗品が許容し難いレベルの
苦味を有することなく、約８００ｐｐｍ～約１０００ｐｐｍのレバウディオサイドを含む
ように消耗品に添加することのできる高甘味度甘味料の製造が可能となるため、本発明の
甘味料組成物を用いて、多くの消耗品（食品用途）に必要とされる完全な甘味をもたらす
ことができる。
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